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�愛媛県告示第５２９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６５条の規定に基づき、次のとおり指定

自立支援医療機関の辞退の申出があった。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５２７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５２８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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○ 道路の区域変更（県道大島環状線）………………………………………………………………………………………………（東予地方局今治土木事務所）…４８３

○ 道路の供用開始（県道大島環状線）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４８３

○ 道路の供用開始（県道東予玉川線）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４８３

○ 道路の供用開始（県道今治波方港線）……………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４８３
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○ 道路の供用開始（県道野村柳谷線）…………………………………………………………………………………………（中予地方局�万高原土木事務所）…４８４
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公 告

○ 毒物劇物取扱者試験の合格者…………………………………………………………………………………………………………………………（薬務衛生課）…４８４

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

いぶき薬局 宇和島市伊吹町１１５５番地７ 愛ファーマシー株式会社 精神通院医療（薬
局）

令和元年
９月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

株式会社Ｎ・フィールド 大阪府大阪市北区堂島浜一丁
目４番４号 アクア堂島東館

訪問看護ステーションデュー
ン西条

西条市明屋敷４２８－４ エト
ワール西条テナント１階１０３
（東）号室

精神通院医療 令和元年
９月１日

ダイヤサービス有限会社 松山市�園町６番１５号 ダイヤサービス 松山市立花１丁目１０番２０号 精神通院医療 令和元年
９月１日

毎週（火・金）曜日発行 第４０号 令和元年９月２０日

令和元年９月２０日金曜日 第４０号

愛 媛 県 報

４８１
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�愛媛県告示第５３０号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

砂 入 良 愛媛県松山市 愛媛県松山市神浦３０
６番ほか１筆 ７４４

� 岡 二三子 愛媛県松山市 愛媛県松山市神浦３４
８番ほか１筆 ４８８

寺 本 仁 志 愛媛県松山市 愛媛県松山市神浦８４
８番 １４７

木 村 浩 愛媛県松山市 愛媛県松山市神浦１４
７８番ほか１筆 ７２３

奥 田 博 文 愛媛県松山市 愛媛県松山市神浦２０
９２番 ２９６

井 上 芳 愛媛県松山市 愛媛県松山市安城寺
町５３２番ほか１筆 ２，４７１

鶴 原 佳 夫 愛媛県松山市 愛媛県松山市中西外
３１４番１ほか４筆 ４，０４４

垂 水 啓 悟 愛媛県伊予郡松前町
愛媛県伊予郡松前町
大字恵�美字大地１３
１番ほか３筆

４，０８５

中 平 勝 則 愛媛県北宇和郡鬼北
町

愛媛県北宇和郡鬼北
町大字小松１２１番１
ほか３筆

１０，３６９

株式会社
ＰＥＮＴＡ Ｆ
ＡＲＭ

愛媛県西条市
愛媛県西条市丹原町
高松甲１４９１番１ほか
３筆

６，５８９

２ 申請年月日

令和元年９月１０日

�������
�愛媛県告示第５３１号
次の保安林の指定施業要件を変更する旨の通知を受けたから、森

林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第

３０条の規定により告示する。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

上浮穴郡�万高原町（次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５３２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

西予市三瓶町有網代字殿浦９６、９７

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第５３３号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

令和元年９月２０日から１０月３日まで

�������
�愛媛県告示第５３４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、大洲河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（数値撮影）「地図情報レベル１０００（地

上画素寸法１８㎝）」

公共測量（数値図化）「地図情報レベル２５００」

公共測量（写真地図作成）「地図情報レベル２５００」

公共測量（航空レーザ測量）「地図情報レベル２５

００」

２ 作業期間 令和元年９月３日から

令和２年１月３１日まで

３ 作業地域 肱川流域

名 称 辞退年月日

ケアステーションあえる 令和元年９月３０日

愛 媛 県 報令和元年９月２０日 第４０号

４８２
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�愛媛県告示第５３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市荏原地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和元年９月２０日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

就 任

�愛媛県告示第５３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大島環状線

今治市宮窪町早川１１２３番１地先から

同町早川１１２３番２地先まで
旧 ２４．２～２５．３ ０．００３

今治市宮窪町早川１１２３番２から

同町早川１１２３番２まで
新 ２５．３～２６．０ ０．００３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大島環状線
今治市宮窪町早川１１２３番２から

同町早川１１２３番２まで
令和元年９月２０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 東予玉川線
今治市朝倉上甲１０１７番１０から

同市朝倉上甲１００３番２まで
令和元年９月２０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治波方港線
今治市阿方字壱丁地甲２９３番８から

同字甲２８１番１７まで
令和元年９月２０日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 好 晶 一 松山市小村町２９６－２

〃 池 田 友 邦 松山市東方町甲１２１９

〃 丹生谷 博 一 松山市中野町甲９７８－２

愛 媛 県 報令和元年９月２０日 第４０号

４８３
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公 告

退 任

�公 告

毒物劇物取扱者試験の合格者について

令和元年８月２９日に実施した毒物劇物取扱者試験の合格者は、次

のとおりである。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

一般

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

１０００４ １０００８ １０００９ １００１０

１００１２ １００１３ １００１４ １００２０

１００２２ １００３０ １００３１ １００３３

１００３６ １００３８ １００４０ １００４１

１００４８ １００５０ １００５２ １００５６

１００６２ １００６４ １００７６ １００８０

１００８１ １０１０１ １０１０３ １０１０６

１０１０７ １０１１２ １０１１６ １０１１７

�愛媛県告示第５４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５４１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和元年９月２０日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 石 原 廣 紀 松山市津吉町２８３

〃 兼 頭 敏 夫 松山市大橋町６１

〃 亀 岡 信 行 松山市上川原町甲１５５５

〃 白 方 � 志 松山市上野町甲３４６－２

〃 竹 田 廣 文 松山市西野町甲４４５

〃 大 森 昭 英 松山市恵原町甲１０８７－１

監 事 中 川 桂 一 松山市東方町甲４４４－３

〃 砂 野 定 雄 松山市上野町甲２６１

〃 池 田 友 邦 松山市東方町甲１２１９

〃 石 橋 大 仕 松山市津吉町１３０

〃 三 好 晶 一 松山市小村町２９６－２

〃 末 松 � 忠 松山市大橋町１３２－２

〃 吉 川 清 春 松山市小村町２８８－１

〃 藤 岡 正 勝 松山市上野町甲７０

〃 白 方 � 志 松山市上野町甲３４６－第２

〃 平 岡 量 二 松山市恵原町甲８１９－１

監 事 中 川 桂 一 松山市東方町甲４４４－３

〃 宮 内 宣 昭 松山市中野町甲１２０８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村柳谷線
上浮穴郡�万高原町西谷字中�保６０７２番から

同字６０６５番１まで
令和元年９月２０日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１）第１７３７８号 令和元年
８月１８日 �矢野金物店 山� 幸敏 大洲市中村５４２－１ 令和元年

８月７日
土木工事業
造園工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２７）第１３１５７号 平成２７年
８月１８日 �宇都宮工務店 宇都宮弘志 宇和島市三間町土居中８３

９
令和元年
８月２１日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１６５９６号 平成２６年
１１月２７日 �皇輝工業 竹中 賢雄 西宇和郡伊方町九町字浦

安１－１０５２－１
令和元年
８月２３日 電気工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－２６）第１３５３７号 平成２６年
１０月８日 丸回企業� 堀口 栄樹 八幡浜市字沖新田１５８１－

２２
令和元年
８月２６日 機械器具設置工事業 建設業の廃止

（一部）

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 田 清 美 松山市東方町甲１７１３
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農業用品目

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

２０００４ ２０００５ ２０００８ ２００１５

２００１６ ２００２６ ２００４１ ２００４６

２００５１ ２００５８ ２００６０ ２００６４

２００６５ ２００７８ ２００８５ ２００９２

２００９３ ２００９４ ２００９５ ２００９６

２０１１１ ２０１１４ ２０１１９ ２０１２１

２０１２６ ２０１２７ ２０１３０ ２０１３３

２０１４０ ２０１４２ ２０１７９ ２０１８０

特定品目

該当者なし

令和元年９月２０日 発行
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